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７ その他国有林野の管理経営 

（１）人材の育成 

  「国民の森林
も り

」である国有林野の管理経営をはじめ、森林経

営管理制度を踏まえた民有林への指導やサポートなど森林・林

業施策全体の推進に貢献する人材を育成するため、森林技術総

合研修所や各森林管理局においては、森林・林業に関する専門

的かつ幅広い知識や技術等について、地方公共団体職員等との

職員の合同研修などを実施しています。 

令和元年度には、低コストで効率的な伐採・採材・搬出や、

木材の流通・加工、民有林との連携等に関する実践的な知識及

び技術を習得させるための研修、森林総合監理士等の育成に資

する研修等を実施しました。 

また、引き続きＯＪＴ※、地方公共団体等との人事交流に取

り組みました。 

 

表－２７ 国有林野事業における森林総合監理士の育成状況 

 

  

区 分 人 数 

令和元年度の国有林野事業職員の合格者数  39 名     

（参考）これまでの累計合格者数 237 名    
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事例 34 ⽊材安定供給（⽣産・販売）研修の実施 
 （森林技術総合研修所） 

 

 
 
 
 
 
 
森林技術総合研修所では、⽊材を安定的に供給するために必要な素材⽣

産及び販売の知識と技術を有し、⽊材供給事業等の現場で的確な監督がで
きる⼈材の育成を⽬的として、森林管理局署職員に対する⽊材安定供給研
修を実施しています。 

令和元年度の研修では、森林作業道の作設⽅法、路線選定⽅法、国有林
野事業における⽊材販売の位置付け、安定供給の取組等についての講義を
実施しました。また、国有林野事業の現場やプレカット⼯場※での実習・⾒
学を通じて、路網作設の考え⽅や⽊材の需要動向について受講⽣の理解を
深めることができました。さらに、これらの講義や実習により新しい知識
を得るとともに、受講⽣同⼠でのコミュニケーションにより、互いの知⾒
を共有することができました。 

今後も、⽊材の安定供給に向けた取組について、森林管理局署職員の理
解を深めるための研修を⾏っていくこととしています。 
  

・ 神 奈 川 県  足 柄 上 （ あ し が ら か み ） 郡  
山 北 町 （ や ま き た ま ち ）   
世 附 （ よ づ く ） 国 有 林  

・ 路 線 選 定 方 法 と 効 率 的 な 作 業 シ ス テ ム を
学 ぶ 研 修 生 の 様 子  

・ 神 奈 川 県  厚 木 市 （ あ つ ぎ し ）  
株 式 会 社 市 川 屋 プ レ カ ッ ト 工 場  

・ プ レ カ ッ ト 工 法 に つ い て 学 ぶ 様 子  



 

- 97 - 
 

（２）地域振興への寄与 

国有林野は、国民共通の財産であると同時に、それぞれの地

域における資源でもあることから、森林管理局・署等という地

域に密着した体制で国有林野の管理経営を行う上で、地域振興

への寄与は国有林野事業の重要な使命です。 

そのため、林産物の安定供給（69 ページ参照）、事業の民間

委託や技術指導等による事業体・人材の育成（31 ページ、39 ペ

ージ参照）、野生鳥獣への対策（57 ページ参照）、国有林野の

貸付けや売払い（77 ページ参照）、森林空間の総合利用（79 ペ

ージ参照）、民有林と連携した森林施業等の推進（37 ページ参

照）や山地災害の防止等を通じて、林業・木材産業をはじめと

する地域産業の振興、住民の福祉や安全の向上、美しく伝統あ

る農山漁村の次世代への継承等に貢献しています。 
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事例 35 埓
らち

浜
はま

防災緑地⽤地への国有林野の提供 
 （関東森林管理局 磐

いわ
城

き
森林管理署） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
関東森林管理局磐城森林管理署では、埓浜防災緑地の整備に伴い必要と

なる⽤地として、国有林野の提供を⾏いました。 
埓浜防災緑地は減災の考えに基づく多重防御の１つとして福島県が計画

したもので、かさ上げされた海岸堤防の背後に造成されており、⼤規模な
津波の被害を軽減するとともに、地域の憩い・交流の場としての役割をも
っています。平成 26 年８⽉に関東森林管理局と福島県との間で防災緑地敷
としての無償貸付契約を締結し、これまで県や地域が中⼼となった整備と
その活⽤が進められてきました。地元⼩学⽣がどんぐりを集めて苗⽊を育
成して植栽する「どんぐりプロジェクト」や、地域住⺠や⺠間企業が参加
する下刈等地域の憩いの場や交流の場として地域の活性化にも貢献してき
ました。こうした活動が⾏われる中、令和２年２⽉に福島県と国有財産売
買契約が結ばれ、国有林野の提供に⾄っています。 

今後も東⽇本⼤震災の復旧・復興に向けた事業の推進に協⼒するため、
関係機関と連携しつつ、国有林野の提供を⾏うなど適切に対応していくこ
ととしています。  

・ 福 島 県  新 地 町 （ し ん ち ま ち ）   
谷 地 小 屋 （ や ち ご や ）  
埓 浜 防 災 緑 地  

・ 防 災 緑 地 用 地 の 事 業 区 域 の 様 子  
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（３）東日本大震災からの復旧・復興への貢献 

東日本大震災の発生から令和２年３月で９年が経過しまし

た。復旧・復興に当たって、国有林野事業では、地域に密着し

た国の出先機関として、復興に必要な国有林野の貸付け・売払

い等地域の期待に応えた取組を行ってきました。 

被災した海岸防災林の復旧・再生については、学識経験者か

らの意見も踏まえて、生物多様性の保全にも配慮しながら取り

組んでいます。樹木の生育基盤の造成に当たっては、安全性が

確認された災害廃棄物由来の再生資材も盛土材として積極的

に活用し、その後の植栽については、企業やＮＰＯ等の協力も

得ながら取り組みました。 

東京電力福島第一原子力発電所の事故に起因する放射性物

質による森林等の汚染への対応については、関係機関と協力し

ながら、市町村からの要望等に基づき、生活圏周辺の国有林野

の除染に取り組むこととしているとともに、福島県内の国有林

野をフィールドとして森林における除染に関する知見の集積

や林業再生のための実証事業に取り組んでいます。また、国有

林野事業として森林整備などの管理経営を推進することで、森

林・林業の再生をはじめとする地域の復興に貢献しています。 
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事例 36 ⺠間ボランティアと協⼒した海岸防災林の復旧・再
⽣ 

 （東北森林管理局） 

 
 

 
 
東北森林管理局では、東⽇本⼤震災で津波により被災した海岸防災林を

復旧・再⽣するため、⺠間ボランティアの協⼒を得て、クロマツや広葉樹
の苗⽊の植栽を⾏っています。平成 24 年度から平成 30 年度までの間に、
企業や NPO 等延べ 70 団体と約 26ha の「社会貢献の森」の協定を締結
し、植栽や下刈等の保育活動を実施してきました。 

令和元年度は、11 団体がそれぞれの協定区画において、クロマツ 6,080
本、広葉樹 820 本の植栽と下刈等の保育作業を実施しました。令和２年度
には、残り 0.45ha の区画で植栽が⾏われる予定となっており、これをもっ
て全ての区画の植栽が完了する⾒込みとなっています。 

今後は、協定期間において必要な下刈等の保育作業を実施することによ
り、健全な海岸防災林の復旧・再⽣を図ることとしています。  
 

・ 宮 城 県  仙 台 市 （ せ ん だ い し ）  若 林 （ わ か ば や し ） 区  
北 山 （ き た や ま ） 国 有 林  

・ 左 が ボ ラ ン テ ィ ア に よ る 植 栽 の 様 子  
右 が 植 栽 さ れ た 苗 木 の 様 子  
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事例 37 避難指⽰解除区域における実証事業 
 （関東森林管理局） 

 
 

 
 

関東森林管理局では、原発事故に伴う放射性物質の影響が残る避難指⽰
解除区域内の国有林野において、森林整備等の実証事業に取り組んでいま
す。間伐の実施に当たり、⾼性能林業機械※の活⽤、伐採跡地へのチップの
被覆、⽴⽊樹⽪の放射性物質濃度の測定⽅法等について検証を⾏い、放射
性物質の拡散防⽌や作業員への影響の低減に配慮した森林施業の⽅法を検
証しています。 

令和元年度は、福島県川内村、葛尾村、飯舘村
い い た て む ら

及び南相⾺市
み な み そ う ま し

の避難指⽰
解除区域内の国有林野において、施業による空間線量率の変化の調査や空
間線量率の⽔準、⾃然条件等に適した作業システム等について具体的な⼿
法の検討を⾏うとともに、福島県川俣町

か わ ま た ま ち

の避難指⽰解除区域内の国有林野
においては、⽐較的放射性物質濃度の⾼い樹⽪の部分について、剥⽪⽅法
等の検討や地域における⽊材供給の可能性についての調査を⾏いました。 

今後、平成 27 年度から実施されてきた実証事業による知⾒を項⽬ごとに
取りまとめ、広く普及することで、避難指⽰解除区域等における森林整
備・⽊材⽣産が円滑に進められるよう取り組んでまいります。 

・ 福 島 県  双 葉 郡  
 葛 尾 村 （ か つ ら お む ら ）  

大 笹 （ お お ざ さ ） 国 有 林  
・ 実 証 事 業 箇 所 の チ ッ プ 被 覆 の 様 子  

・ 福 島 県  双 葉 （ ふ た ば ） 郡  
川 内 村 （ か わ う ち む ら ）  
館 山 （ た て や ま ） 国 有 林  

・ 実 証 事 業 に よ る 間 伐 の 実 施 箇 所 の 様 子  
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復旧・再生が進む仙台湾沿岸地区の海岸防災林（東北森林管理局） 
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（４）関係機関等との連携の推進 

国有林野事業の推進に当たっては、これまで職員団体との共

通の認識に立って取組を円滑に進めるとともに、関係行政機関

等との連携に努めてきたところです。一般会計の下での管理経

営においても、引き続き、様々な森林・林業・木材産業関係者

等との情報共有を図り、相互の理解と協力の下、連携した取組

を推進するよう努めています。




